
個人情報の 取扱い に関する情 報セキ ュリティ特 記事項  

 

（趣旨 ） 

第１ 条  こ の特 記 事項 は 、 個人 情報 の 取扱 い を伴 う 事務 事 業の 委 託に

ついて 、必要な事 項を定 めるもので ある。  

（基本 事項）  

第２ 条  受 注者 は 、業 務 の 履行 に当 た り情 報 セキ ュ リテ ィ の重 要 性を

認 識し 、 情報 資産 の 漏え い 、 紛失 、盗 難 、改 ざ んそ の 他事 故 等か ら

保護す るため、必 要な措 置を講じな ければ ならない。   

（情報 セキュリテ ィ関連 規定の遵守 ）  

第３ 条  受 注者 は 、こ の 契 約に よる 業 務に 関 する 情 報資 産 の取 扱 いに

つ いて は 、個 人情 報 の保 護 に 関す る法 令 のほ か 、川 崎 市情 報 セキ ュ

リティ 基準その他 の関連 規定を遵守 しなけ ればならな い。  

（個人 情報の適正 な維持 管理）  

第４ 条  受 注者 は 、こ の 契 約の 履行 に 当た り 個人 情 報の 保 護に 関 する

法律（平成 15 年法律 第 57 号 。以下「個人 情報保護 法」という 。）に

規定 す る 個人 情報 （ 以下 「 個人 情 報」 と いう 。）を 取り 扱 う場 合 は、

個 人情 報 の保 護を 図 るた め 、 個人 情報 の 漏え い 、改 ざ ん、 滅 失、 き

損そ の 他 の事 故等 を 防止 す るた め の必 要 な措 置 を講 ず るこ と によ り、

個人情 報について 適正な 維持管理を 行わな ければなら ない。   

２  受注 者は、この 契約の履 行に必要 な業務に 従事させ る者に対 して、

業務が 適切に履行 される よう、必要 な監督を 行わなけ ればなら ない。

また、 個人情報保 護法に ある罰則規 定を周 知しなけれ ばなら ない。  

（秘密 保持及び第 三者へ の提供の禁 止）  

第５ 条  受 注者 は 、こ の 契 約の 履行 に 当た り 知り 得 た秘 密 及び 個 人情

報 を第 三 者に 開示 し 、又 は 漏 えい して は なら ず 、並 び にあ ら かじ め

発 注者 が 書面 によ り 承諾 し た 内容 を除 い て、 こ の契 約 の履 行 によ り

知 り得 た 情報 を第 三 者に 提 供 して はな ら ない 。 この 契 約が 終 了し 、

又は解 除された後 におい ても、また 、同様 とする。  

２  受 注者 は、 前 項の 義 務 を遵 守す る ため に 必要 な 措置 と して 、 この

契 約の 履 行に 必要 な 業務 に 従 事さ せる 者 に対 し て、 川 崎市 情 報セ キ

ュ リテ ィ 基準 第２ 章 ９（ １ ） オの 定め に 従い 、 秘密 保 持等 に 関す る

誓約書 を提出させ なけれ ばならない 。  

３  発 注者 は、 第 １項 の 規 定に 違反 す るお そ れが あ る場 合 は、 受 注者

に 対し 関 係資 料の 提 出を 求 め 、又 は発 注 者の 職 員を し て履 行 場所 等

に 立ち 入 らせ 、文 書 その 他 の 資料 を調 査 させ 、 若し く は関 係 者に 質

問させ ることにつ いて協 力を求める ことが できる。  

（再 委託の禁止 ）  

第６ 条  受 注者 は 、こ の 契 約に よる 業 務の 全 部を 一 括し て 、又 は 主要

な 部分 を 第三 者に 委 託し て は なら ない 。 ただ し 、業 務 の一 部 （主 要



な部分 を除く。）であって 、発注者 に事前に 書面によ り申請し 、発注

者の書 面による承 諾を得 た場合はこ の限り でない。  

２  受 注者 は、 前 項た だ し 書に より 発 注者 に 申請 す る書 面 には 、 再委

託 先の 名 称、 再委 託 する 理 由 、再 委託 し て処 理 する 内 容、 再 委託 先

に おい て 取り 扱う 情 報、 再 委 託先 にお け る安 全 性及 び 信頼 性 を確 保

す る対 策 並び に再 委 託先 に 対 する 管理 及 び監 督 の方 法 等を 記 載し な

ければ ならない。   

３  受 注者 は、 第 １項 た だ し書 によ り 委託 す る場 合 は、 受 託者 の 当該

事 務に 関 する 行為 に つい て 、 発注 者に 対 して 全 ての 責 任を 負 うも の

とする 。 

（指示 目的外の利 用の禁 止）  

第７ 条  受 注者 は 、こ の 契 約の 履行 に 必要 な 業務 に 関す る 情報 を その

他の用 途に使用し てはな らない。  

（情報 の複写及び 複製の 禁止）  

第８ 条  受 注者 は 、こ の 契 約の 履行 に 当た り 、発 注 者の 指 示又 は 承諾

が ある と きを 除き 、 受託 業 務 に関 する 情 報を 複 写し 、 又は 複 製を し

てはな らない。  

（情報 の帰属権）   

第９ 条  業 務に 関 する 情 報 が記 録さ れ た記 録 媒体 等 の内 容 をな す 一切

の 情報 は 、当 該業 務 の処 理 の ため 発注 者 が提 供 した 発 注者 の 情報 で

あって 、受注者は その内 容を侵す一 切の行 為をしては ならな い。  

２  発 注 者及 び受 注 者は 、 この 契 約に 関 わる 全 ての 情 報の 記 録等 、当

該 受託 業 務 完成 に必 要 なも の が、 発 注者 の 所有 物で あ る こと を 確認

す る。 た だ し、 受注 者 が所 有 する ソ フト ウ ェア 及び 著 作 権、 特 許権

そ の他 の 権 利で この 契 約の 履 行の た めに 適 用し たも の に つい て はこ

の限 りではない 。 

３  受 注 者は 、こ の 契約 の 履行 に よる 成 果物 の 全て に つい て 、第 三者

の著 作権、特許 権その 他の権利を 侵して はならない 。  

（情報 資産の保護 ）  

第１ ０ 条 受注 者 は、 受 託 業務 に関 す る情 報 資産 を 発注 者 の指 定 した

場所以 外には、搬 出でき ないものと する。   

（情報 資産の受渡 し）  

第１ １ 条 この 契 約に よ る 業務 に関 す る情 報 資産 の 提供 、 返却 又 は廃

棄につ いては、受 渡票等 で確認し、 行うも のとする。   

  （情報 資産の授 受及び搬 送）  

第１ ２ 条 この 契 約で 履 行 する 業務 に 関す る 情報 資 産の 授 受及 び 搬送

は 、発 注 者の 管理 責 任者 が 指 定す る職 員 と、 受 注者 の 管理 責 任者 と

の間で 行う。  

２  業 務に 関す る 情報 資 産 の授 受及 び 搬送 を 受注 者 が行 う 場合 は 、そ

の費用 は受注者の 負担と し、受注者 の責任に おいて行 うものと する。  



（厳重 な保管及び 搬送）   

第１３条  受注者 は、この契 約による 業務に関 する情報 資産の漏 えい、

改 ざん 、 滅失 、き 損 その 他 の 事故 等を 防 止す る ため に 、情 報 資産 の

厳重な 保管及び搬 送に努 めなければ ならな い。  

（情報 資産の返還 又は廃 棄）  

第１ ４ 条 受注 者 は、 こ の 契約 が終 了 し、 又 は解 除 され た とき に は、

こ の契 約 によ る業 務 に関 す る 情報 資産 を 速や か に発 注 者に 返 還し 、

又 は発 注 者の 指示 に 従い 、 情 報を 復元 で きな い よう 措 置を 講 じ、 安

全適切 に廃棄しな ければ ならない。   

（入退 室管理事項 ）  

第１ ５ 条 受注 者 は、 発 注 者の 情報 セ キュ リ ティ 管 理エ リ アに 入 室し

て 業務 を 行う 場合 に は、 発 注 者の 定め る 入退 出 に関 す る規 定 を遵 守

しなけ ればならな い。  

２  発 注者 の情 報 セキ ュ リ ティ 管理 エ リア に は、 情 報機 器 及び 外 部媒

体 の持 込 み並 びに 持 ち出 し を 禁止 する 。 ただ し 、発 注 者に 事 前に 書

面によ り申請し、 発注者 が許可した 場合は この限りで はない 。  

（身分 証明書の携 帯等）   

第１ ６ 条 この 契 約に よ る 業務 に従 事 する 受 注者 の 従業 員 は、 そ の業

務 を行 う に当 たり 、 受託 会 社 の商 号及 び 自己 の 氏名 が 記載 さ れ、 並

び に顔 写 真が 付い た 身分 を 示 す証 明書 を 携帯 し 、関 係 人か ら 請求 が

あった ときには、 これを 提示しなけ ればな らない。  

（クラ ウドサービ スの利 用） 

第１ ７ 条 受注 者 は、 ク ラ ウド サー ビ スで 業 務に 関 する 個 人情 報 を取

り 扱う 場 合は 、次 に 掲げ る 条 件を 全て 満 たす ク ラウ ド サー ビ スか ら

選定し なければな らない 。 

（１ ） 個人 情報 の デー タ が 保存 され る デー タ セン タ ーは 日 本国 内 にあ

る こと。 

（２ ） 日本 国の 法 令の 範 囲 内で 運用 で きる ク ラウ ド サー ビ スで あ るこ

と 。また、日 本国内 の裁判所を 合意管 轄裁判所と するこ と。 

（３ ） クラ ウド サ ービ ス 提 供者 によ る 情報 資 産の 目 的外 利 用が 禁 止さ

れ ること。  

（４）各 種の認定 ・認証制 度（ISMAP、 ISMAP-LIU、 ISO/IEC27001 等）

の 適 用状 況 等か ら 、 クラ ウド サ ー ビス 提 供者 の 信頼 性 が 十分 であ

る ことを総合 的・客 観的に評価 し、判 断可能なこ と。 

２  受 注者 は、 ク ラウ ド サ ービ スで 業 務に 関 する 個 人情 報 を取 り 扱う

場 合は 、 クラ ウド サ ービ ス の 設定 の誤 り 等に よ る個 人 情報 の 漏え い

そ の他 の 事故 等を 防 止す る た め、 必要 な 措置 を 講じ な けれ ば なら な

い。 

（事故 発生時の報 告義務 ）  

第１８条  受注者 は、この契 約による 業務に関 する情報 資産の漏 えい、



紛 失、 盗 難、 改ざ ん その 他 事 故等 が生 じ 、又 は 生じ た 可能 性 があ る

こ とを 知 った とき に は、 速 や かに 発注 者 に報 告 し、 そ の指 示 に従 わ

な けれ ば なら ない 。 この 契 約 が終 了し 、 又は 解 除さ れ た後 に おい て

も、ま た、同様と する。   

２  こ の場 合、 受 注者 は 、 その 事故 発 生の 理 由に か かわ ら ず、 速 やか

に その 状 況、 処置 対 策等 を 書 面に より 発 注者 に 報告 し なけ れ ばな ら

ない。   

（業務 の報告又は 検査等 ）  

第１ ９ 条 発注 者 は、 必 要 があ ると き は、 い つで も 受注 者 の業 務 の処

理 状況 に つい て報 告 を求 め 、 又は 個人 情 報の 取 扱い に つい て 必要 な

措 置が 講 じら れて い るか ど う か確 認す る ため 、 受注 者 及び 再 委託 先

に対し て検査等を 行うこ とができる 。 

（教育 の実施）  

第２ ０ 条 受注 者 は、 従 業 員に 対し 、 この 契 約に よ る業 務 に関 す る情

報 資産 を 取り 扱う 場 合に 遵 守 すべ き事 項 その 他 この 契 約の 適 切な 履

行 のた め に必 要な 事 項に 関 す る研 修等 の 教育 を 実施 し なけ れ ばな ら

ない。  

（契約 の解除）  

第２ １ 条 発注 者 は、 受 注 者が この 特 記事 項 に定 め る義 務 を果 た さな

い 場合 に は、 契約 に よる 業 務 の全 部又 は 一部 を 解除 す るこ と がで き

るもの とする。  

２  受 注者 は、 前 項の 規 定 に基 づく 契 約の 解 除に よ り損 害 を被 っ た場

合にお いても、発 注者に その損害の 賠償を 求めること はでき ない。 

３  第 １項 の規 定 によ り 契 約を 解除 し たと き は、 契 約保 証 金は 発 注者

に 帰属 す る。 契約 保 証金 の 納 付が ない 場 合は 、 受注 者 は、 委 託契 約

金の 10 分の１に相 当する 額を損害賠 償金と して発注者 に支払 わなけ

ればな らない。  

（損害 賠償） 

第２ ２ 条 受注 者 の故 意 又 は過 失を 問 わず 、 受注 者 が本 特 記事 項 に定

め る義 務 に違 反し 、 又は 怠 っ たこ とに よ り、 個 人情 報 の漏 え い等 の

事故が 発生し、発 注者に対 する損害 を発生さ せた場合 は、受注者 は、

発注者 に対して、 その損 害を賠償し なけれ ばならない 。 

２  前 項の 損害 賠 償金 は 、 契約 金、 契 約保 証 金そ の 他受 注 者に 支 払う

べき債 務と相殺す ること ができる。  

３  第 １項 の損 害 賠償 の 額 は、 前条 第 １項 に より 契 約を 解 除す る 場合

に は、 同 条第 ３項 に より 発 注 者に 帰属 す る契 約 保証 金 又は 受 注者 が

発注者 に支払う損 害賠償 金の額を超 過した 額とする。  

（違 反事実の公 表）  

第２ ３ 条 受注 者 がこ の 特 記事 項に 違 反し た 場合 、 発注 者 は受 注 者の

名称及 び違反事項 を公表 することが できる 。  



（その 他）  

第２ ４ 条 受注 者 は、 こ の 特記 事項 に 定め る もの の ほか 、 情報 資 産の

適正な 管理のため に必要 な措置を講 じなけ ればならな い。 


